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英仏通商条約とフランス羊毛工業

一一一1860年アンケートの分析を中心に一一一

清水克 洋

は じ め に

「三大勢力〈イギリス， ドイツ関税同盟，フランス〉で世界市場を分割 L

たとえイギリスの優位は認めざるをえないとしても， ライバノレ仕厳しい競争を

挑んでいる」九 18fiO年英仏通商条約締結直後に大規模な産業アンケートを実施

した委員会は，フヲンス羊毛工業の国際競争力を上のように評価した。われわ

れの課題は，労働者に対する専制的指揮権としての資本概念を方法的視角にし

て， フランス資本主義の発展をあとづけ，その全体像を描き出すことにある。

この課題にとって， 1860年アンケートの検討は不可欠な作業である。というの

ι輸入禁止や高率関税によ主保護体制から，低率関税 自由貿易への移行に

直面した証人，当時のフランス工業の代表が.多くの場合，条約に定める303百

の範囲内で宅可能な限りの保護を獲得しようとし，保護の根拠として，イギリ

旦との製品価格差，さらには，その原因にまで言及することになり，究極的に

は，工場体制、資本・賃労働関係を7:/ケートの中心課題とせざるをえなかっ

たからである。

同時に.それが.イギリスとの対抗関係の中で問題とされ，両国の産業構造，

生産体制が比較検討されヲ フラ:/7-、資本主義の国際的位置が浮かび上ることに

なった。貿易問題という事の性格上，これは当然であると言える。しかし，理

論的に言っても，労働者に対する専制的指揮権としての資本の発展は，世界市

1) Conseil Superieur de l'Agricdture， du Commerce et de l'Indus町ie.Enquete Tr町'tede 
Commerce avec l'Angleterre. Rapports des commissaires delegues et proces-verbaux des 
deliberations du 口~onseil Superieur， lR白。
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場関連の下での考察を要求することが，ここで，あらためて確認されねばなら

ない九 すなわち，機械制大工業と国内市場，世界市場との相互規定関係につ

いての理論"を前提にするならば，工場体制の確立，発展は技術水準のみなら

ず市場による制約を受けること，そして自由貿易の場合はもちろん，保護貿易

体制による国内市場の確保もまた，そのような形での世界巾場とのかかわりを

意味しているのであるから，市場は， 出J界市場にほかならないことであるへ

この視角から， ιれまで行ってきた綿工業，金属工業についての1加口年ア γ ケ

ー l分析を総括し直すと，次のようになる九まず，続工業の場合，世界市場

を完全に支配するイギリスの強い影響下にあり，同時に1 園内においては と

りわけ綿紡績業ほ，産業革命の先頭を切り，最も発展した部門であったのここ

から1 イギリコえとの比較が，労働生産性，機械体系，労働力編成にわたって詳

細に展開され，フランスの遅れが明らかにされ，保護の必要性とともに，条約

締結を契機とした工場体制強化策が打ち出されるのである。

これに対して，鉄道ブームと結びついて，華々しい展開を見せる金属工業も，

一部の幸子修品部門を除くと，イギリ λ に世界市場を押えられ，この影響の下で

機械化が進められる点では綿工業と同じである。ただし，両国の工場体制比較

については，イギリスの大量生産，フラ γ スの多品種生産という注目すべき認

識があること，にもかかわらず，それが抽象的把握にとどまることを特徴とす

の これまでも事実上はこ￠視角で検討してきたが，必ず L~ 自覚きれてはいなかった。専制的

指揮権としての資本を提唱される尾崎芳治氏は，当初かり， それを世界市場関連の下で把握す
べきである〉強調Lでとられた。また 服部春彦氏は， フランス産業革命の展開形態を規定す
る要因として， 国際的諾条件， 諸契機の重要性を指摘される。服部春章「フランス産業革命
論J1968年， 12-30ベジ，参照。

3) Cf. K 恥i[arx，Das Kapital. Dietz Verlag， 1953 Bd. 1.， 5S.773-777， crマノレクス 2 エン
ゲ ルλ 全集」 λ月書広1965年骨 b，973-978へージ，参照，)ヴェ イ レ ニン「ロシアに台
ける資本主義。発展J(rレ ニン全集」大月書唐1954年①〉第章，参照L

4) いま一つ万法上の問題で指摘しておかねばならないのは専制的指揮権としてり資本自発展を
機械制大工業への移行期について見る場合，専制l的なものとしては確立していない作業場外に
及ぶ資本の指揮権がありうることであるo拙稿， 1820年代末フランス製鉄業における資本 質

労働関係「経済論叢」第134巻第1・2号，昭和田年 7・8月，参照。
5) 拙穂貿易自由化前夜のフランス綿工業「経済論叢」第130巻第1.2号， 昭和57年7.8月，

フランス企属工業と貿易自由化「北見工業大年研究報告」館17巻 第1号，奉問。
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る。これは，綿工業に比べた工場体制jそのものの遅れに起因した。

この両部門に比べ，羊毛士業は噌一見すると.フランス経済の中で占める位

置，果す役割が目立たず，フラ Yス経済史研究において，必ずしも十分な注目

を集めず. 1860年アンケートの検討も部分的なもりにとどまっているヘしか

し，強力な国際競争力を持つ羊毛工業にかんして，いかなる形で工場体制、資

本・賃労働関係がとりあげられ，政策の方向が示されるかはーフランス資本主

義の全体像を考えるうえで興味深い問題である。

1860年羊毛士業ア γ ケート7)の検討にあたっては， 同じ綿工業3 金属士業ア

ンケートとの比較の必要性は言うまでもない。それとと主にー羊毛士業が最重

要部門のーっとして取り上げられている 1834年貿易問題アンケートの参照が不

可欠であろうへ

I 

第 1表l主唱フランス貿易全体の中での羊毛工業の位置を明らかにする。毛織

物は総輸出額の一割弱を占め，絹織物には及ばないものの，ぶどう酒と並んで

三大輸出品のーっとなっているぺ毛織物輸出を相手国別に，条約締結前10年

6) Cf. Cl. Fohlen， L'jndustrie textile au temps du Second Empire， 1956 服部春彦，前掲書，

第三帝政下の貿易自由化と産業資本，河野健二踊「フランスフルジョワ社会の成立ム 19ア7年，

松原建彦， リール繊結工業地帯における機械化過程の特質「福岡大学経済論叢」第11巷 第1号，

昭和41年，村田春美， 1860年一英仏通商条約と主仏間工業製品生産費格差ー n860年調査』分析

「土地制度史学」第95号 1982年4月，審問泊

7) Conseil Superie ur de l'Agrlcult町 e，du Commerce et cle l'Industrie. Enq叫teTraite de 
Commerce avec l'Angleterre lndustrie textile. Laine， 1860 

B) Conseil Superieur de l'Agricu).t恒久山 Commerceet de l'Industrie. F:ηqllhp.. Traite占

Commerceαvec I'Angleterre. Industrie textile. Coton.lndustrie Metallurgique， 1860 
Ministrc dc Cornmcrcc. E.刊 uete町 lativea diverces prohibitions etablies，み l'enlreed.目

produits etrangers， comencee le 8 octobre '1834， sous la presidence de且5.T. Duchatel， 

Ministre du Comrnerce. Tome III. Fils et tissus de laine et de coton， 1835. 
9) 原料時入を考慮す制ま，ぶどう慣に比べて毛織物の地位が低くなることは避けられない。 L

か¥.-.この時期におL、ても重量で約月四原料羊毛を， とくに高級羊毛を自給していたことが羊

毛製品を三大輸出晶の一つに数えることを可能にしている。 Cf.CL F.品 len，op. cit.， p. 132. 

竹岡敬温. 18世紀フランス毛織物工業拍成長と楯環(1)i大阪大芋経官学JVol. 31， No. 1， Juue 

1981， 31ベージ参照n
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第 1蓑 1856-60年におけるフヲンスの輸出品構成(100万フラン〕

白

綿 糸l 毛 糸 8.4 ( 0.4;百〉

前島 織 物 69.0 ( ~.4%) 

毛 織 物 185.9 ( 9.1%) 

麻 織 物 16.0 ( 0.8%) 

品目 織 物 4445 ( 218%) 

μA、ゐ当 ど つ切』 酒 200.8 ( 9.9%) 

輸 出 総 額 2，037.9 (100 %) 

服部春彦，フフンス第二帝政下町貿易自由化と経済発展「名古屋
大学文学部研究論集(虫学)J20， 1973年. 50ヘ ジ。

第 2表 185ト1860年の毛織物輸出 (100万フラン)

1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 

イギリス 25.7 25.7 32 26.4 27 28.9 28.4 27.3 39.1 53.6 

ド イツ 2.5 2.2 3.2 3.4 4.6 11 13 12 11.1 11.9 
関税同盟

ベルギー 13 13.1 15.2 19.9 18.2 18.4 14.7 16.9 15.5 15.9 

スイス 6.6 6.6 6.8 6.8 10.3 9.2 9.6 9.8 10.7 13.5 

トルコ 3.8 2.6 2.5 2 4.3 75 6.6 4.1 3.7 3.7 

アメリカ 13.3 15.7 22.5 21.6 21.4 31 26.3 17.9 28.1 34.1 
合衆国

ブラジル 3.1 4.9 5.3 3.8 3.4 4.3 6 3.5 3.7 3.9 

7'レリ z 3.8 4.9 5.5 6.8 9.1 9 6.1 7.2 7 11.9 
り ア

言| (71.8) (75.7) (93 ) (90.7) (98.3) (119.3) (110.7) (98.7) (118.9) (148.5) 

総計 159.7 

Cl. Fohlen， op. cit.， p. 156 

第 3表英仏羊毛工業の比較 (100万フラン〉

イギりス

フランス

生産額

925 

921 

輸出額

300 

180 

Enquete (1860) Rattorts， 0ρcit.， p. 71 

綿工業(紡錘数〉

36百万鍾

6百万控

229.3 
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間について見た第2安からは守輸出額の急速な増大，輸出市場としてのイギリ

スの重要性を見てとることができる。第3表は，アンケート委員会自身のまと

めから作成した。輸出額でイギリア、に迫っていることはもちろん，生産額の桔

抗は注目される。委員会は，この事尖を重視し I羊毛工業は綿工業とは全〈

異なる位置にある」聞と強調する。

さて，このフランス羊毛工業製品の輸出は，し、かなる特徴を持ち，どのよう

な生産体制に担われてし、たのか山。ここからア Y ケー}の分析に入ろ号。まず，

輸出品の構成生産に対する輸出の比率n 多様な羊毛製品のそれぞれについて

生産額，輸出額を明らかにする資料が存在しないので宅 '60年アンケートに登

場する織布業者の証言のうち，輸出に言及するものを整理すると第4表を得る。

第 4表輸出についての証言

ラシャ メりノ，フラネ Jレ

輸 出有 19 6 

大いに 3 5 

少 し 7 

司之 明 9 1 

輸 出無 2 

Enquete (1860)， Laine， op. cit 

証言内容も合わせて明らかになる当時の二大品目白輸出状況は次のとうりであ

る。「なわち，メリノ種と呼ばれるフランス特産の羊から採れる短， 'が繊維の

細い羊毛を使った高経ウ ステッド品メリノ織の場合，輸出を行う証人の比率

が高いだけではなく，輸出が生産の半ばを超えるとの証言が目立つυ メリノ糸

も大いに輸出された。これに対して ウール品たるラシャにかん Lては，輸阿

を行う証人の比率は高いものの，生摩物のご〈一部にとどまる傾向がある。し

かも，並品，日常品はイギ日月が圧倒的な競争力を持ち，輸出されるのは主に

10) Enquete (1860)， Rapports， ot. cit.， p. 71 
11) 服部春彦， 19世紀中葉におけるフランスり貿易構造「名古屋大学文学部研究論集J21， 1974 

弘前 掲二 論文 参闘 の Cf.C1. Fohlen，噌白 cit.，即 153-157



26 (26) 第 138告第1・2号

柄物ラシャであった山。

ところで1 主力輸出品の一つである柄物ラ γ ャの場合，特有な輸出方法が存

在した。投げ売り solde輸出と呼ばれるものである。エルプ フのラ γ ャ商人

は次のように言う。 r我々の輸出は，売れ残り品の15，20， 303旨引きでの投げ

売り soldeによって成立つている。 400万フランりうち350方ソヲンまでがそう

である」山と。しかも委員会を驚かせるのは句 これが恐慌などの場合に起る一

時的な現象ではなく，定期化されていたことである。その原因。 rフラ νスは

流行の変化が激しく ある期間にいくつかの種類のデッサγ を揃えようとす

ると， どうしても売れ残るものが出てくるJlヘヨーロッパ向輸出の場合その

μ，季節が逆になる南アメリカ向は%がとの投げ売りから成すっていたとの証

言もある1"。もちろん柄物ラジャ輸出の全てが投げ売りではなかったとしても，

この事実は，国際的な流行をリードする 16)フランス国内での消費を前提とした

流行品輸出という事態を明らかにする。一般にー高級品，著修品に偏るとされ

るフラ γス羊毛製品輸出はー高級メリノ織のいわば特産品輸出と，柄物ラジャ

の流行品輸出を，その主要な構成要素としていたのである。

この輸出はフランス羊毛工業の特有な構造からもたらされ.逆にそれを規定

することになった。第5表はー羊毛工業と綿工業について設定された質問事項

の相違を示す。全体としては似かよっているだけに，この相違点は両工業の構

造の違いについて委員会がどのように認識していたかを表わす。第一に目につ

く最大の点は，羊毛工業における洗浄，染色，紡績の請負生産である。当時の

羊毛工業の工程を示す凶にそって見るならば，それは，以下のように展開され

12) イギリス人証人。 r長い間， フヲンス人 fabricantは，世界中の市場でイキリス品との競争
を維持してきfふとくに純毛の高，中級品，センス白必要な製品j 柄物は高い評判を博し，イ
ギりスへも輸出されてし、るJoEnquete (1860)， Laine， op. cit.， p. 446 

13) Ibid.， pp. 392-393 
14) Ibid.， pp. 396 

15) Cf. Ibid" pι398， 404 
16) これはフヲンλ 晶が諸外国でコピ され@ことによっても証明される。 Cf.Ibid.， pp. 315， 

400， 4(明
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第5衰 羊毛工業と綿工業にかんする質問事項自主な相違点

ω 羊毛工業についてはあって，綿工業については欠ける質問事項

~ 1. 3 羊毛洗浄は自営か，それとも請負に出すか。

~ 1. 4 染色は劫績の前か後か。自分の作業場でか，外でか。

a 2. 1 請負紡績業者か，それとも自分で購入した糸を紡ぐ由、

(27) 27 

S 3. 6 手織機で織らせるか。織機は労働者の家にあるか，あなたの作業場

にあるか。

(2) 綿工業についてはあって，羊毛工業については欠円る質問事項

~ 2. 4 イギリスからの糸購入について。

Enquete (1800)， Laine， op. et't.， pp. XII-XVI. Enquete (1860)， Cotcm. ot. cit.， pp. XI-XIV. 

図

羊毛買1~ ・選別 洗浄・脱脂一一(染色") 一〈即日毛") 紡績

〈染色〉 織布(準備 織布 仕上〕

1) 染色は，毛~払，布のいずれかの段階で行われる。

2) ウーステッド糸の場合，紡績り準備工程である刷毛 pelgnage も

独立化される。

た。まず，羊毛買付が織布業者 fabricantによって行われる山。これは羊毛の

質が，羊の産地によるだ円でなく，一頭の羊の部位に応じても異なり，原料羊

毛購入にあたっての選択，購入した羊毛から紡ぐ糸の決定が極めて重要な意味

を持っていたことを意味している。ただし，原料の多様性だけからは織布業者

{abricant による羊毛購入は起らなL、。最終製品の多様性と結びつくことによ

ってはじめて必然化される加。すなわち、織布業者による最終製品の決定がそ

れ以前の工程を全て準備工程として成立せしめるのである。個々の工程の請負

業者は，織布業者から原料を提供され，その注文にもとコし、て生産~，加工貨

を受付取るだけの存在となる。例えば，ある紡績業者は次のように言う。 I詩

17) 芋毛商人を介して買付けられ。場合と， 直接脂入があり， 役者が増Xずる個向にあった。
Cf. lbid.， p. 1. rエルプ フの全てのヲンャ fabricants は羊毛調達を自分で行ラム 「羊毛を
自分で調達することが我々の長所であるJ，lbid.， p. 94 

18) I多様な製造が原料購入を規定するJ， (ラシャ fabricant)lbid.. p. 67. r多様な製品を作
るので見本用だけで12台の織機を所有しているJ，lbid.， p. 97. r柄物には極めて多様な羊毛を
必要とするJoTbid.. p. 158. 
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負加工を行う我々に原料価格は関係ない。私は羊毛価格を知らないJ19l。染色

業者ι製品の多様さから絶えず仕事を変更せねばならないと証言する叩。以

上の請負生産にかんする事実は，単なる織布業者ではなく，羊毛工業全体の統

括者としての fabricantの性格をも明らかにしてい令。これを端的に示すのが，

雇用労働者数を 3 請負生産者に雇われるものも含めて700人とする fabricant 

の証言である叩。すなわち，彼の指揮権が請負業者に雇用される労働者にも事

実上及んでいただけでなしそのように認識されてもいたのである。

いくつかの証言は，この請負生産を成り立たしめていたし、ま一つの要因が生

産の季節性にあることを明らかにする。ある fabrleanto 我々は， 2-3ヶ月

で製品君子供給しなければならず， このような短期間に糸が必要なので自分では

紡げず，請負に出さざるをえない」。逆に， i糸の購入では，必要なものをコン

スタントに得られないので，請負に出すのが有利であるJとも言う町。紡績業

の側からの証言。 i羊毛紡績業は，とくに請負の場合，綿紡績とはちがって，

一年間にわたって均等な仕事がなく，季節的である。紡績業は織布業の付属物

であって，生産の変動を免れえない」叩'"。

フランス羊毛工業を特徴づける請負生産の広がりの程度，発展方向を確認し

ておこう'5'。この点についての証言を整理した第 6， 7表からは，ラシャ生産

の場合，何らかの形で請負生産にかかわる fabricantが多数を占めること，メ

リノ織の場合は紡旗業が独立して営まれる傾向の存在がわかる2ヘただし，後

19) Ibid.， p. 53. 
20) Cf. Ibid.， pp. 32， 44 
21) Cf. Ibid.， p. 144 
22) Thid.， pp. 93， 94 

23) Ibid.， p. 48 
24) fabricnntによる全工程の統括と請負生産は， 原料と観品の多様性，止産00季節性から生じ

たものであり， したがって，これこそが高級品j 流行品に偏るフランス羊毛製品を支えたこと，
また逆に桂者によっ ζ規定されたζとは明らかである。 r羊毛買刊は， フランス人 faLricant
の方がうまし、JIbi正， p. 148. iイギリス人は，ファンタジー品のき在色を企画Lえなし'JoIbid.， 
p. 35 

25) rフランスでは請負生産が一般的であるJoIbid.， p. 57. r一人の紡織兼営業者に対して， 10

人の請負紡旗業者is¥，、るJoIbid.， p. 753 
26) ζζからえりノ糸の輸出も説明されうるc



英仏通商条約とフランス羊毛工業

第6表ラシャ fabricant0)経営形態 (1)

(29) 29 

全工程を経営

紡績・織布を兼営

染色・織布を兼営

織布のみ経営

9人口

6人幻

1人

8人

。1人は鮎舗の泌を外注， 1人は請負勅績を営む。
2) 2人は紡績の一部を外注。
Enquett: (1860)， La印e.op. nt 

第7表準備工程の経営形態

請負 非請 負

紡

染

刷

績

色

毛

人

人

人

3

2

1

 

4人口

1人

1) 全てウーステッド来紡績業者
Enquete (1860)， T"une， op. cit 

者の場合，紡績の準儒工程である刷毛 pelgnage工程が分離され唱請負生産の

形で営まれ， fabricantの主導性は相対化されながらも，紡績業者による請負

生産の組織を見ることができる。

見落してならないのは，この請負生産者が，全体として小生産者であるとは

言えないことである。例えば，第 7表の請負紡績業者のー人は， 120人を雇用

する。いまー人は， 1，700鍾と小規模 Cはあるが紡績機13台を備える， れっき

とした工業家である釦。また，多数のミゼラプノレな請負染色工についての言

及聞もあるとはいえ，第 7哀の染色業者は.機械脱脂装置を備えており，日U<v

一証人は町建設したばかりの工場の過剰な生産能力に悩んできえいたυ さらに

特別な例としては， ヨーロッパ最大 1，300人を雇用する刷毛 pelgnage工場

を営む請負業者もいる叩n 逆に， われわれは， アンケートから， 多数の小

27) 改の証言も逆説的にではあるがこの事実を支持するもの。 r結績L業には白分が監督をする
ような小紡漬工場主もいるJop， 60， 

28) Cf. Ibid， p. 598 

29) Cf. Ibid.， p. 479 
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fabrュcant の存在を知ることになる初〉。したがって，羊毛工業全体の統括者と

しての fabricantの性格を過大に評価してはならないであろう。それは，請負

の形が残るか否かは別として，機械化の過程で，個々の生産者の自立性が高ま

ることによって制約されていたのである叫。他ノゴ. fabricant は， く二の自立化

に対して兼蛍化を進めた。例えばメリノ織生産の中心地であるランスの商人

は一貫生産への傾向を指摘する。フシャについてもー第6表が示すところでは

fab口cantの大多数は紡織兼営である。この点についての委員会の次のまとめ

は興味深い。 i綿工業においては.紡績業と織布業の利害が対立している。羊

毛工業では，それがまだ存在していなL、」山。したがって向立化の傾向にもか

かわらず，請負斗産の維持，あるいは兼営化によって fabricantの主導性が貫

かれていることを確認古きる。

綿工業との質問事項の相違が示唆するいま一つの羊毛工業の構造上の特徴は，

手織が支配的に行われていることである。第8表からは，機械織は無地ラシャ

に限られ，輸出の主力をなす柄物はもっぱら手織であったことが明らかである。

メリノの場合，ラシャよりも機械化が進んでいたとはいえ，それでも手織が多

第8表ラシャ !ab口cantの経営形態 (2)

手 i証 16人

作業場外の手織 10人"

作業場への集中 3人

併 用 3人

機械織 2人別

1) 1 人は織機が労働者の所有であると古E~o

2) 1 人は20~. 黒地ラシャ生産。 1 人は250台，軍服用ラ
シ γ 生リ陸。 Enquete(1860)， Laine， op. cit 

30) Cf. Ibid.， pp. 60， 208， 4El 
31) ソランλ草命前桂白請負生産を古む羊毛工業の構唱に出、ては Cf.Ch. Ballot， L' intro 

ductt'oηdu machinume dans l'ind山 triefrancaise， Patis， 1923， pp. 164， 165， 166， 193. 194， 
195， 224 服部春彦，前掲書，参照咽 183C年代の構造については Cf.L. Villermι Table叫
de [' etat physique et morα1 des ouvriers employes dans les manufactures de colon， de 

laine et de soie， tome 1， 1840， Paris， pp. 199， 220-221， 249， 255， 281， 336 
32) Enquete (1860). Laine， op. cit.， p. 584 
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第9衰 メリノ織 fabricantの経営事例

事例 機械制撤機 作業場手級機労働者の家

1 200台 800台

2 80台 140台 1，100台

3 150台 有

4 全て手織機

Enquete (1860)， La問 e，op. at. 

数を占めていた。また第9表からは，機械織を行う fabricantが同時に手織も

組織していた事実を見て取ることができる。ここに fabricantのいま一つの性

格が示されるのである。以上の事実から， 1860年時点にお付るフランス羊毛工

業が，全体として見た場合，手工業を基礎とするマニュファクチュアから機械

制大工業への過渡期にあり，その過渡的性格が，準備工程の請負生産と，織布

工程の手織の組織者としての fabricantのうちに集中的に表現されていると言

えるであろう。

II 

第10表は，イギリスとの羊毛製品価格差についての証言から作成した。アン

ケートのために急拠イギリ λ から見本を取り寄せて検討したものも合めて，と

もかく価格差を具体的に指摘する証言はごくわずかである則。委員会の次の発

言も別な形でこの事実を認める。 I必要に迫られるまでイギロスの見本を求め

ないというのが全てのフランス工業家の態度を示している」制。 ところで， 多

くの証人は保護関税を要求するのであるから，それは，価格差を明示しないま

まという寄妙なと正にたる""。もも;sん.保護要求の根拠としてイギリ λ の優

33) Cf. Enquele (1860)， Laine， op. cit.， pp. 234， 361 桂者は，イギリス品を購入して比較し
30-35%の価悟差を得たものの，その原因はわからないと言う。イギリスの機械価格について
も知らないと答え，委員会に「知る気がないのでは」と皮肉られている。

34) Ibid.. p. 729 
35) なかには，イギリスD同種品について知らず， したがってイギリスが安価に生産Lうる原因
もわからず，関税率も算定L~ ないという栢端I:i:証人 4 いる。 Cf. lbid.. pp. 333， 338 
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第10表羊毛製品の英仏価格差について白証言

価格差を示す証言 3 

「イギリスの同種品を知らずJIl 10 

「答えることできずJ 4 

。["イギりス晶との競争なし」を含むo

D フラネノレ，およびル ベの混綿品3

Enquete (1860)， Laine. op.日 t

ランャ メリノ，フラネノレ 種々の織物 紡績

2ω 2 

2 8 

4 

第11衰 イギリス優位の原因についての証言

部門て司Eぽ)"原料燃料器書物ザ謹弘主唱す鵠室主主

21 

1) 実質的に証言を行うもののみ巴
En伊的 (1860).Lωne，op. cit. 

ラシャ (26) 

メリノ く11)

織その物他 (18) 

紡績 ( 7) 

染色 く3)

商人 ( 7) 

計 (72) 

8

4

5

4

 

12 9 5 3 8 9 3 4 4 

4 l 2 1 1 3 2 l 

4 5 2 3 6 6 3 4 1 

5 4 3 1 

1 1 

1 2 1 1 

27 20 10 7 15 23 10 10 6 

5 

1 

1 

7 

位には言及されざるをえず，第11表に示すとうりである。ただし， この場合も，

イギロス羊毛工業の実態が具体的に明らかにされることは全くといってよいほ

どなく，一般的な事実にもとづく指摘にとどまった。一方でのイギリス羊毛工

業の実状についての無知，無関心， しかし他方では，フヲンλ 羊毛工業の現状

認識の際にはある種のイギリス像、を媒介に「る乙と，ここに '60竿アンクート

における羊毛工業資本家の証言の最大田特徴がある。それは，フラ γ月羊毛工

業のあり方，とくに，二場体制，資本・賃労働関係とかかわって，何を意味す

るのであろうか。機械，労働力についての証言も Lまえてz この点を検討して

みよう。

第11表は見落すことのできない手掛りを含んでいる。すなわち，紡績業とメ
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リノ織業者の証言が，大量生産を重視せず噌逆に，ヲシャ，その他織物生産者

がー これを強調すること，および，品数とはいえ外国市場，社会構造の相違を

指摘する証言が目立つことである。大量生産にかんする証言の傾向の違いは，

それぞれの部門における工場体制の発展段階を反映していたと考えられる。ま

ず，ラ V ャ織物業。手織が支配的なこの部門において機械化の試みが急速に広

まっていたことは第12表に示される。柄物を中心に否定的評価が目立つとはい

第12衰 ラシャ生産における機械化の試みと評価

有み

ロ

試 試み無

4 

肯定的評面

7 

否定的評価

8 

Enque加(186め，Lain均 op.cit. 

え，それは将来にわたってまで機械化を否定するものではない'"。例えば次の

評言。 I主だ機械制織機が少いので，スピード，完成度，労働の節約の点で差

を見出しえていないJm。そして， 無地物では 部で実用化されるとともに，

「今日，問題は解決されており，我々は一般化を急がねばならない。それが有

利な競争を可能にする主要な方法である」耐との積極策が打ち出される。機械

化が試みの段階にあることこそ，ラシャ生産者をして，イギリスの優位を機械

織の手織に対するそれとして認識せしめたものである。すなわち，イギリスの

大量生産，機械化，それに照応する労働力，総じて工場体制の発展に， フラン

凡におけるその未確立が対置されることになる。したがって，両国の生産体制

を同じレヴェノレで論ずることは不可能であり， ここに，イギリス羊毛工業の具

体的実情に対する無関心が生ずる原因があると言えよう o

しかし，それは，フラ γス羊毛工業資本家が，工場体制確立，資本による労

働者に対する専制的指揮権の掌握を目指すとき，その目標をイギリスにおくこ

36) たとえば否定的評価に数えるべき次の証言も逆に将来性を肯定するも白である。 I機械嗣l織
機は完成途上であり，不完全Jo1 bid.. p. 306 

37) Ibid.. p. 204. Cf. lbid.. p. 159 
38) Ibld.， p. 133. 
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とを否定するものではなかった。 Iイギリスでは，より完全な機械が使用され，

人間を機械に代え，男性を婦人，児童に代えることを可能にしているJoIイギ

リスでは大市場を前提に同一製品の大量生産が行われ，これが自動ミュ ノレや

機械制織機の能力を最大限に発揮せしめている」凹〉。 これらの証言は， 第11表

に見られるラシャ織物業者の対イギ目見認識を典型的に示すものである。その

他の織物業についても同様の証言を見ることができる則。

紡績菜について。第13表は，フヲンλ 人証人自身による比較ではなく，われ

われがイギリス人の証言と突き合わせて作成したものである。断片的ではあれ，

両国の経営規模の差が明瞭である。にもかかわらず，注目すべきは，フランス

にも 10，000鍾を越える大経営が多数見受けられ， この差が質的なものというよ

りも唱量的なものと考えられることである。機械体系，労働力編成にかんする

第四表紡績業の経営事例〈紡錘数〉

フランス

21，0001) 

18，000幻

専 業 12，000 

4，000 

1，716 

3，000 

ヲンャ織兼営 1，400 

4，000 

16，000 

メリノ織兼醤" 3，400 

10，075 

10，000 

1)， Z) 各々， 3，000撞， 9，000錘の自動ミ品ール乞含む。
め イギリス町場合，ウーステヲド織)般。
Enqueteく186の，Laine，中九 C弘

3の Ibid.，p. 176. 

千ギりス

7，000 

10，000 
15，000-20，000 

5，口00

30，000 

45，000 

4の C王Ibid.，711. (メりヤス)， Cf. Ibid.， ，λ667. (ピロートウ。「機帽制撤布は経糸目指の節約
にはり』しかも労働者はいつも監視下に置かれ，盗んだり，浪賀したりしえなしJ。
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証言から判断すると，羊毛紡績予Eは，綿紡績業と機械製造業の中間に位置して

いた。したがって工場体制が末発展とはいえ，一応確立していたと言える。イ

ギリスの優位にかんして，機械化，労働力，大量生産ではなく，原・燃料，機

械価格を強調する専業紡績業者の証言は，紡績業においては，工場体制の成立

を前提に，イギリスに対するその遅れだけが問題にされていたことを表わして

いる。メリノ織業の場合，第9表で見たように，機械制織布が試みの段階を越

えて実用化されており，ラジャ織物業に比べるならば，工場体制確立へ大きく

前進していた。それは，次の証言によっても確めることができる。 1機械制織

機はλピードが手織機の 3倍にもなり 1人 2台使うと 6倍になるJo 11858年

から全て機械制織機に転換した。細幅ものでは婦人，少女を雇用し，太l隔もの

は，男性に 1人2台を使わせている」山。 これが， 紡績業に近い証言の傾向を

もたらしたのであるυ ところ-C， これら心部門では，何故，綿工業， とくに綿

紡績業tは異つで，イギリスの実情についての無関心が生じたのであろうか。

原因は二つに尽きる。すなわちメリノ織，メリノ糸紡績の場合は，その国際競

争力であり， ラシャ用糸紡績の場合は，請負生産，織布業者の兼営を問わず，

部門としての独立性を欠いていたことである。

イギリス羊毛工業の優位を!その具体的なあり方にではなく，一般的に機械

制大工業にもとっく工場体制の確立や，原・燃料，機械価格に求める証言は，

さらに両国資本主義の全体的な性格の相違にまで及ぶことになった。それが，

第11表に見られるいま一つの特徴である。 メリノ織業者の証言。 rイギリス

の優位を，石炭，輸送費，資本などの点で考えるとすれば大きな誤りである。

.目・社会構造の相違を見なければならない。フラ γ スでは土地資産の分割が労

働力の大部分を土地に縛りつげている。イギ日月においては，大所有が大経営

に土地を委ね，工業のための労働力を解放しτいる」叫。 ラγ ャ生産者の一人

も次のように言う。 r財産分割を促進する民法と，金持ちが上業に従事しない

41) Ibi可， pp. 412， 539. 
42) Ibid.， p. 414 
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習慣は，石炭，輸送，機械ρ高価と相挨ってイギリスと対抗しうる大工場の創

出を妨げているJ'ヘイギリエ， フランス両国の社会構造の相違を強調するこ

れらの証言には，さらに言うならば，両国の資本主義の型の相違という認識さ

え含まれている。約M世紀前に実施された1834年貿易問題アンケートにおいて

は，それを一層明瞭に表明する証言があった。 r一般に，イギリス工業の状態

について，何の反省もなしに羨しがられ，できるだけ早〈同じ道を進むべきで

あると言われる。このしばしば誇張される繁栄は1 少数の手に資本吉蓄積し、

そのまわりでの小 fabricantの存在を不可能にするものである。我々の小

fabricantと分散された富士守ろう。それはフラン九における一般的な安楽の

源泉である」山。乙乙では， 明確に， フラシスの産業発展の道がイギリスとは

異なる形で展望されている。もちろん，このような認識が， '34年段階でも多

数を占めたわけではなし ましてや， イギリス大工業の優位が際立って〈る

1860年時点では，イギリスの後を追い，追いつと弓左する劫きが大勢となって

いたことはすでに見たとうりであるのにもかかわらず，イギリスとは異なるフ

ラン凡社会の特有なあり方を指摘し，これをやにわに否定するのではなしむ

しろ，保護要求という形で，この相違そのものを肯定する考えも無視しえぬ数

であり 45九 しかも一つの根拠を持っていた。すなわち，フランス羊毛工業は可

センスを必要とする柄物ラシャや，特産品であるメリノ織において強い国際競

争力を持ち，それが，請負生産，分散した手織という特有な生産構造に支えら

れていたことである。

これと，ある共通性を持つのが，イギリスの植民地支配.それに結びっく世

界市場支配を強調する証言である。例えば，次のもの。 rイギリスの工業は，

..:1."1) Ibid.. P. 308 
44) Enquete (1町4)，op. citヲ p.601 同主旨の証言。「もし，イギリスに追従しようとすれば，

相続制度の変更が必要であろう。しかしz この大きな財産白樺lつに賛困白黒牛を見るであろ
う。賞困! ずなわち， イギりスを現に悩ませ， 将来さらに混乱させるであろう j それをJ，
Iuid.， p. 427 

45) Enquete (1860)， Laine， op. cit.， p. 208. (ヲシャ)， p， 629. (ルーへ織)， p. 753. (ルベ
日!jst業)。



英仏通商品約とフランス羊毛ー」業 (37) 37 

その属領に含まれる約z億人のヲシャ需要を排他的に満たれ乙の独占は以下

の乙とによって強められる。札坊の習慣，積極的な航海政策，最後に本国商会

の支応によって確立された取引網」。別の証言。「イギリス工業は世界中の全て

の地点に完全に確立された取引網を持つ」拍〉。イギリスによる原料， および製

品市場独占を強調する証言の意味するところは以下のとうりである。すなわち，

羊毛工業は，綿工業，金属工業と異な句，イギリスと祐んで世界市場に進出し

ていたこと叩' さらに，機械昔話大工業こそが世界市場支配の力であることが否

定しがたい事実になっていた二つの部門に対して，羊毛工業においては，未だ

に可それ以外の要素が重要性を持ち， したがって，植民地支配や，これと結び

っく形で展開される国際的商業網の持つ意味がより大きいと認識されていたこ

とである錦、

III 

政府・ア Y ケート委員会の自由貿易政策、工業家の可能な限りの高率関税要

求とし寸対立は，綿工業，金属工業にも見られたところである。ここでは，羊

毛工業をめぐる自由貿易，保護貿易の対立にかんして，いくつかの特徴点を検

討してお ιう。

まF注目されるのは，アンケート委員会の積極姿勢である。低関税率政策は

当然として， それが次の発言に見られるように消費者の利益擁護を旗印として

いたことが見落せないυ すなわち 130%云々は，英仏の生産者の利益。みで

はなく 3 消費者の利益も考慮Lて締結されたものである。生産者だけが問題な

ら危険にさらすよりも保護するのが当然。最:た多数者である消費者の利益を考

46) Ibid.， pp. 307， 73 さらに，数値化Lえたいイギリスの優位として， 1商業と植民地の大き
さがイギリス工業に保障する服売の容易なこと」をあげ， 1この植民地は決してフランス白取
引には開'"れていなし、」。 とする証言。 Ibid.，p 阻また原料羊毛についてのイギリス円支配
にかんしては， Cf. lbid.， p. 168 

47) フヲンヌの進出を示す在言ιしては， Cf.lbi孔 pp.14-15， 24 

48) 逆に綿工業，金属工業の場合も，イギりスの原料支配，製品市場独占の意味は快して小さく
ないと考えるべきであり， 乙の点の偵目トJも必要。またj この点 Cソランλ はイギリ λ以外り国

!々こ対しては優位を保持していたことも否定Lえない。
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えるのが一番むずかしい」耐と。さらに委員会の白由貿易政策には，工場体制

り確立を促進する方向が含まれ亡いた。それは，質問事項からも確認できると

ともに，以下の発言によってより明らかとなる。機械化についての発言は大変

多い。例えば i機械制織機が手織機にとって代れば賃金費用の点で節約が可

能なのでは ?Jとの質問。また 次の発言からは。委員会自身の認識がイギリ

ス像を媒介する点で一仁業家の証言と共通してL、ることを示す。 iイギリスでは

機械告u織機が急速な進歩をもたらしていると考えるかワJ'"らさらに. i出来高

で{動く男子労働者を増やそうとしないのに驚く。簡単ではなくとも追求すべ

き1 として. i監督されない日雇労働者からはv..十分監督きれても%しか得

られない。監督なしの出来高給労働者から%'.せっつかれ，報賞金で刺戟され

た労働者からは全部を得ることができるJ'口との発言の意味は言うまでもない。

最後に，全体として，フラン兄人工業家の消極姿勢が批判され r競争精村，

闘争を維持する心構えが大切であるJ悶とされることを指摘しておこう。この

委員会の強硬発言の裏には，十分な輸出力を持ちながらも，高率の保護関税を

求める羊毛工業家への苛立ちがあったのである山。

アンケートに登場する羊毛工業家の要求関税率を整理した第14表からは，全

第14表要求関税率"

フシャ メリノ織 その他織物

不要 2 日

"，10% 2 

"，20% 2 1 1 

，，-，30% 1~ 4 8 

1) 広い帽で要求する場合j 品い方に数えた。
Enquete (1860)， Laine， op. cit. 

49) Ibid.， p. 155.同様の発言はい〈っか見られる。 Cf.Ib吋l.，pp. 86， 363， 726 
fiO) Ibid.. pp. 116， 88.他には Cf.Ibid.. pp. 30， 86. 88. 115. 208， 560 
51) Ibid.， p. 51. 

紡 績

3 

4 

52) Ibiιp. 729. r我々 はどこでも競争を恐れなし、」との証言に. rそれこそ，官、がフランス円
全工業家に求める越度である」と絶賛する。 Ibid.，p. 734. 

53) r何故多くり輸出が行われてレるにもかかわらず，かくも高し関税率が求められるのかワ」
Ibid.， p. 86 
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体として，保護が強く求められていたことが明らかである。しかし， ζ の表に

もその一端が示されるように，彼らの保護政策はいくつかのニュアンァ、の相違

を含んでいた。次の二人のラシャ fabricantの証言は，保護は要求するものの

基本的には委員会の自由貿易政策に近い考えを代表している。 I原料，機械が

自由化され，鉄道の改善とピエそントの関税率低下が行われれば， 10-12 %関

税で対抗が可能であるJ，I保護関税で守られれば，それだけ闘う努力がな〈な

わ，損失が犬きくなるばかりである。 10-12%以上の保護は求めなし、J54)。ーメ

リノ織業者も「保護は不要」としたうえで 鉄，機械関税の低下が重要である

と指摘する。織機輸入の自由化が目覚めたランスにとって死活問題であるとす

る商人もいる叩。保護の率そのものについての見解の相違は残るとしても，全

般的な貿易自由化政策の中に羊毛工業の将来を展望しようとする姿勢で委員会

と基本的な立場を同じくすると言える。

もちろん，強い競争力を持ち，第14表に見られる「保護不要」の立場こそ委

員会の求めるものであり，それが羊毛工業の中の自由貿易派を形成していた。

例えば，一紙総業者は， r高級品にかんしてはイギリス市場を開いたJ'ω とし

て条約締結を歓迎する。ただし見裕してならないのは1 フフン月半毛~業の

なかでも強い国際競争力を誇る，メリノ './3ーノレ， レースの各部門に，少数

ながら I現在は不要ではあるが，将来のために保護を要求する」との証言が

存在することである5九中でも典型的なのは，メリノ織最大の fabricantの一

人で， 10， 000鍾を擁~， 250人を雇用する紡績工場を備え， 150台の機械制織機

と，農村に分散する多数の手織機を所有する証人の例である。彼は，現存，種

種の条件からイギリコえでは生産が行われていないものの，生産されるようにな

った場合の両国の価格差を試算L. 89百イギリ1 が有利であるとして，将来の

54) lbid.， pp. .'119， 157. 

55) Cf. Ibid. 546. rすでに始まヮている大工業化の動きは外国製機枇 とくに織機が容易に輸
入されるようになれば強也されミるであろう。転換期にあるランヌにとって機械の高価格が最大
の問題である 10Ibid.， p. 424 

56) Ibid.， p. 703 
57) Cf. lbid.， pp. 739， 634 
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ために， 白地で 7-8%，捺染布で10%の保護を求める'"。たとえ，国際競争

力を持とうとも，それが特産品や流行をリードするセンλ にもとづいている限

り，機械肯!大工業と工場体制を実現しているイギリスがいつも恐怖の対象にな

らざるをえないことが表明されているのであり，ここにフランス羊壬工業家の

一つの特徴的な態度.委員会にとって最も許しがたいと映った態度があると言

える。

最後にも最もわかりやすい立場は， ラシャ祐品に代表され，イギリスに対し

て競争力を持たず，可能な限り高率の保護を要求するものである。委員会がこ

れと対立するのは当然としても，力点が唱高関税率そのものよりもむしろ，次

の点におかれたことが注目される。すなわち，さきに指摘した「消費者保護」

の観点から、イギリス人証人の言う「中間層や労働者の階級で広〈使われる製

品J，I労働者の消費に向けられる低級品」聞などーいわゆる「大量消費品」に

対する高率保護関税が認めがたいとされることである。

委員会の自由貿易政策にはー機械化1 工場体制確立の方向が含まれており，

多〈の羊毛工業資本家も，基本的には同じ指向を持っていたことはすでに明 b

かである。にもかかわらず，ー部には，それに消極的な態度が存在したことも

また否定しえない。あるラシャ fabricantは，農村山手織ーにが子供の助けを得

て生産する場合，賃金の点で大いに有利であり，機械制織布は，スピー l勺製

品の完成度でまさりながらも費用の節約にはならないと証言している旬、ある

し1は請負紡績業者は自営の紡績業者とは異な町，機械改善の試みもできな

レ」との証言。また条件が悪<，組織もきちんとしていない 2， 3， 10台

の手織機を使う fabricantは機械制織布に転換しえない」叫。これらの荘言は，

技術的条件を別にすれば，フランス羊毛工業の国際競争力を支える生産体制そ

58) Cf. Ibid.， pp. 590-604他に.， ，イギリスは現在，製造していないが，機械制織布が実現
されれば，機械の安価によって我々 よりはるかに有利になる」との証言も Ibid.，p. 577. (メ

リノ織業者，製品の%を輸出する大 fnbricnnt)。
59) Ibid.， pp. 372 (描鍛)， 447 (ラシャ〉。
60) Cf. lbid.， p. 30'9. 

61) Ibid.， pp. 231， 208 
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のものが機械化を妨げていることを示す点で興味深い。機械制大工業化，すな

わち，イギリス化の道は必然であるとしてもーそれは， フランス羊毛工業が現

に持つ貴重な国際競争力を維持しながら進められねばならない。ここに，他と

は区別される羊毛工業家の政策の特徴があると言えよう。さきに見た将来

のための保護を要求する」立場も，この政策的一環に位置づけると左が可能で

ある。

羊毛工業にかんするアンケートをいま一つ特徴づけるのは 賃金問題が つ

の重要な論点として取り上げられることである。委員会は， Iここ数年間，賃

金は上昇したかワ 最近の諸事情の下で下ったかワ JB2) との質問を行う。綿工

業，金属工業にかんしては設定されなかったこの質問自体が問題の深刻さと，

委員会の関心の強さとを示している。ここから導き出されるべき政策について

は明瞭ではない山。質問事項の後段だけを手掛りに仮説的に述べるならば，政

府・委員会の保護政策から， 自由貿易への転換が，賃金抑制政策を含んでいた

と考えることができる。恐らくは，さきに見た自由化による消費者=労働者保

護の旗印も，この点と結びつけられていたのであろう。すなわち，白由貿易に

よる安価な消費物資の輸入，ぞれを基礎とした賃金抑制である叫。

これに対して，実にお人もの証人が何らかの形での賃金上昇の事実を認める。

その多くは，質問とも関連して紡績工程にかん Fるものであった。準備工程の

婦人，少年，児童などの日雇労働者の賃金上昇じ紡績工にかんして.出来高

単価は不変なまま，紡錘の回転速度の上昇，機械の大型化による賃金の増大で

ある。ともに 7 機械化が最も進んでいた紡績工程における 1 その機械化の結果

主しての賃金 t昇と言去る。これと披んで.一般的な賃金上昇を指摘する証人

も15人と少なくない。そこでは，この賃金上昇の結果についての認識が注目さ

れる。 Iかつては，イタリア，アメリヵに輸出したが3 現在では賃金上昇の結

62) Ibid_， p_ XIII 

63) 賃金問題と生産性とを結びつける質問もなされる。 Cf.Ibiム p.556

64) これがどこまで現実性を持コかは別としても， 方で蛍働者に自由貿易政策を納得させ，他
方では資本家にも つの方向を示すものではある。
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果それが不可能になってしまった。 …我々の発展を止めているのは， 1848年

以来30%も上昇し句とりわ打， ζζ5，6年に急上昇した賃金である。J i1851 

年以来の賃金上昇がイギリス，スイァ、，ザクヒ γ との競争を不可能にしたJC5
)。

これらの証言と密接に結びっく形で， ドイツ，スイス，ベノレギーなどの低賃金

による競争力を指摘する証言をい〈っか見ることになる船。

したが η て，羊毛工業資本家の立場からしても 機械化を推進 L，国際競争

力を維持するうえで何らかの形での賃金抑制が緊急の課題となっており，この

点では，委員会と一致していた。一部には，保護要求の根拠に労働者の生存を

あげる証人もおり，また小 fabricantの保護を強調する証言も決して無視しえ

ない。にもかかわらず，保護の率を問題として残しながらも，保護貿易体制の

自由貿易体制への転換をやむをえないものとして受け入れる羊毛工業資本家た

ちの考えの根底には，以下の認識があった。すなわち. 1850年代の急速な経済

発展が，ょうやく行きづまりを見せていること，その一つの現われとして賃金

上昇を見ることである。わずかではあるが，賃金上昇の原因を鉄道建設による

人手不足とする証言は，それを裏づける。われわれは，すでに，金属工業7:/

ケートの分析に際して，アンケ-fそのものが，工場体制強化という政策遂行

のための世論作りの場として位置づけられているのを見た。ここでも，それを

確認しうるとともに，さらに，消費者保護の旗印で労働者に自由貿易を納得さ

せながら，賃金抑制に導いてゆくこと， これが，羊毛工業アンケ lの一つの

重要な意味であったと言えよう。

おわりに

1860年ア γ ケ トは. 1. n金属工業.111羊毛工業， IV綿工業.V麻，絹工

業， VI種々の工業，および，報告，法律集から成立っている。われわれは，す

でに，その過半の検討を終えた。残りの分析を急<"とともに，それらを総括L.

05) Ibid.， pp. 206， 660 
66) Cf. lbid.， pp. 12ι418， 501， 509， 572， 658， 673 
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1860年，英仏通商条約締結時のソヲンλ資本主義の全体像を再構成する ζ と，

それが今後の課題となるであろ唱。

(1985年 9月18日〉


